
事 務 連 絡 

平成２８年７月２２日 

 

公益財団法人  日本訪問看護財団  御中  

 

厚生労働省老健局老人保健課 

 

 

平成２８年熊本地震による被災者に係る利用料等の 

介護サービス事業所等における取扱いについて（その２） 

 

 

  標記について、平成 28年熊本地震への対応に関して、別添のとおり各都道

府県主管部（局）宛に事務連絡を発出いたしましたので、同内容について、貴

会会員への周知をお願い申し上げます。 

貴会におかれては、同内容について、貴会会員に確実に周知いただきますよ

う、お願い申し上げます。 

 

 


